
総社市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  平成３０年３月２２日 

 

                                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第１４号 

 

総社市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

総社市介護保険条例（平成１７年総社市条例第１４４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

（保険料率） 

第２条 平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保険料率は，

次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ，それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

(１) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）

第３９条第１項第１号に掲げる者 年額 ３２，４００円 

(２) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 年額 ４５，３００円 

(３) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 年額 ４８，６００円 

(４) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 年額 ５８，３００円 

(５) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 年額 ６４，８００円 

(６) 令第３９条第１項第６号に掲げる者 年額 ７７，７００円 

(７) 令第３９条第１項第７号に掲げる者 年額 ８４，２００円 

(８) 令第３９条第１項第８号に掲げる者 年額 ９７，２００円 

(９) 令第３９条第１項第９号に掲げる者 年額 １１０，１００円 

(10) 令第３９条第１項第１０号に掲げる者 年額 １２３，１００円 

２ 平成３０年度から平成３２年度までの令第３９条第１項第６号イの規

定による合計所得金額は，１２０万円とする。 

３ 平成３０年度から平成３２年度までの令第３９条第１項第７号イの規

定による合計所得金額は，２００万円とする。 

 

（保険料率） 

第２条 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率は，

次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ，それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

(１) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）

第３９条第１項第１号に掲げる者 年額 ３１，２００円 

(２) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 年額 ４３，６００円 

(３) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 年額 ４６，８００円 

(４) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 年額 ５６，１００円 

(５) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 年額 ６２，４００円 

(６) 令第３９条第１項第６号に掲げる者 年額 ７４，８００円 

(７) 令第３９条第１項第７号に掲げる者 年額 ８１，１００円 

(８) 令第３９条第１項第８号に掲げる者 年額 ９３，６００円 

(９) 令第３９条第１項第９号に掲げる者 年額 １０６，０００円 

(10) 令第３９条第１項第１０号に掲げる者 年額 １１８，５００円 

２ 平成２７年度から平成２９年度までの令第３９条第１項第６号イの規

定による合計所得金額は，１２０万円とする。 

３ 平成２７年度から平成２９年度までの令第３９条第１項第７号イの規

定による合計所得金額は，１９０万円とする。 



４ 平成３０年度から平成３２年度までの令第３９条第１項第８号イの規

定による合計所得金額は，３００万円とする。 

５ 平成３０年度から平成３２年度までの令第３９条第１項第９号イの規

定による合計所得金額は，４５０万円とする。 

６ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保険料率は，同

号の規定にかかわらず，２９，２００円とする。 

  

第１７条 被保険者，被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世

帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なし

に，法第２０２条第１項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提

示を命ぜられてこれに従わず，又は同項の規定による当該職員の質問に対

して答弁せず，若しくは虚偽の答弁をしたときは，１０万円以下の過料に

処する。 

４ 平成２７年度から平成２９年度までの令第３９条第１項第８号イの規

定による合計所得金額は，２９０万円とする。 

５ 平成２７年度から平成２９年度までの令第３９条第１項第９号イの規

定による合計所得金額は，４５０万円とする。 

６ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率は，同

号の規定にかかわらず，２８，１００円とする。 

  

第１７条 被保険者，第１号被保険者の配偶者若しくは第１号被保険者の属

する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正

当な理由なしに，法第２０２条第１項の規定により文書その他の物件の提

出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず，又は同項の規定による当該職

員の質問に対して答弁せず，若しくは虚偽の答弁をしたときは，１０万円

以下の過料に処する。 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条の規定は，平成３０年度以降の年度分の保険料について適用し，平成２９年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例による。 

 


